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１２．ダイオキシン類 

 

概  況 

  ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等を図るため、「ダイオキシン類対

策特別措置法」が平成１１年７月に制定、平成１２年１月に施行された。 

  この法律は、ダイオキシン類に関する施策の基本となる基準、排出ガス及び排出水に

関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査等を定めている。この法律によ

り、ダイオキシン類を発生し大気中に排出する施設やダイオキシン類を含む汚水又は廃

液を排出する施設として特定施設が定められ、特定施設を設置している者又は設置しよ

うとしている者は届出が義務づけられた。 

 

  平成１９年３月３１日現在の届出数は次のとおりであり、内容については、表―４７

のとおりである。 

   大気関係特定施設  １５事業所 １９施設 

   水質関係特定施設   ６事業所 １４施設 

 

 

表―４７ ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の届出状況 

平成 19 年 3 月 31 日現在 

施  設  名 事業所数 施設数 

５．廃棄物焼却炉  １９
大
気 

計 １５ １９

１５．廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等  １１

１８．水質基準対象施設からの汚水等を処理する下水道終末処理施設  ３
水
質 

計 ６ １４

                                      （愛知県環境部資料） 
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